
目

次

告

示

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
一

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
の
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
一

公

告

○
肥
料
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
食
の
安
全
・

安
心
推
進
課
）
…
二

○
青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更

の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
三

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
三

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
三

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
五
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
糠
森
四
六
の
三

舘
脇

信
義

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
糠
森
三
八
の
五

合
同
会
社

丸
漁
漁
業
部

佐
井
村
第
五
区
域

佐
井
村
漁
業
協

同
組
合
の
地
区

の
う
ち
、
大
字

佐
井
字
糠
森
、

字
古
佐
井
、
字

大
佐
井
及
び
字

矢
越
の
区
域

主
と
し
て
底
建
網

漁
業

青
森
県
告
示
第
五
百
六
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
令
和
二
年
五
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
青
森
県
収
入

証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

四
月
青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
二
年
六
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

つ
が
る
市
車
力
町
花
林
四
三
の
一

齋
藤

み
さ
を

二

売
り
さ
ば
き
場
所

つ
が
る
市
車
力
町
花
林
四
三
の
一

公

告

青
森
県
報
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第
百
七
十
号

令
和
二
年六

月
十
五
日

（
月
曜
日
）



肥
料
の
登
録

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
二
年

六
月
五
日
次
の
肥
料
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(パ
ー
セ
ン
ト
)
そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
住
所

青
森
県
第

三
八
五
号

な
た
ね
油
か

す
及
び
そ
の

粉
末

横
浜
菜
種
パ

ワ
ー

窒
素
全
量四
・
八

り
ん
酸
全
量
二
・
四

加
里
全
量一
・
四

公
定
規
格

の
と
お
り

有
限
会
社
す
ぎ

や
ま

上
北
郡
横
浜
町

字
大
豆
田
一
二

七

青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
の
公
表

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
四
条
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
（
令
和
二
年
四
月

一
日
公
表
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

（
別
添
）
青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
第
一
の
別
に
定
め
る
「
く

ろ
ま
ぐ
ろ
」
に
つ
い
て
（
第
六
管
理
期
間
）
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

太
平
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

狩
野
伸
彌

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
勝
田
一
丁
目
一
八
の
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
二
九
）
第
一
五
一
一
八
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
二
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設

業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
元
年
五
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

Ｓ
Ｔ

Ｈ
Ｏ
Ｍ
Ｅ

二

氏
名

齊
藤
伸
哉

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
み
ど
り
町
二
丁
目
六
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
八
）
第
四
〇
〇
三
〇
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
六
月
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
及
び
大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
三
月
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森

北
部
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
五
月
二
十
八
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

東
青
地
域
県
民
局
長

金

一

啓

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
福

地
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

三
八
地
域
県
民
局
長

堀

義

明

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃

松
村

範
明

高
橋

勝
敏

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
下
宿
二

〃

〃

大
字
高
橋
字
中
道
二
二

令
和二･
五･
一就
任

〃
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〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃

川
井

健
雄

髙
橋
万
寿
治

岩
間

正
明

工
藤

俊
司

松
村

一
実

庭
田

稔

夏
堀

常
美

川
守
田

正

石
橋

昭
光

滝
田

博
之

庭
田

豊

高
橋

裕

佐
々
木
嘉
知
彦

松
村

範
明

庭
田

正
男

高
橋

勝
敏

川
井

健
雄

藤
田

博
康

久
保
田
勝
雄

髙
橋
万
寿
治

森
林

順
作

庭
田

正
人

髙
橋

仁

夏
堀

庸
宣

松
村

一
実

庭
田

稔

庭
田

豊

〃

〃

大
字
福
田
字
西
久
根
四
三
の

一八
戸
市
大
字
田
面
木
字
上
野
平
一
三

三
戸
郡
南
部
町
大
字
森
越
字
向
館
場
四
〇

〃

〃

大
字
福
田
字
間
ノ
原
三
六

〃

〃

大
字
片
岸
字
砂
押
七
の
一

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
下
宿
四

〃

〃

〃

字
町
中
一
七

〃

〃

〃

字
寺
ノ
後
三
九

の
二

〃

〃

〃

字
明
戸
二
一
の

一〃

〃

大
字
片
岸
字
砂
場
八

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
山
道
三
二
の

一〃

〃

大
字
高
橋
字
中
道
一
三
の
一

〃

〃

大
字
森
越
字
押
口
七
の
二

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
下
宿
二

〃

〃

〃

字
明
戸
一
七
の

一〃

〃

大
字
高
橋
字
中
道
二
二

〃

〃

大
字
福
田
字
西
久
根
四
三
の

一〃

〃

〃

字
町
中
一
四

〃

〃

大
字
森
越
字
町
小
路
一
八
の

一八
戸
市
大
字
田
面
木
字
上
野
平
一
三

三
戸
郡
南
部
町
大
字
片
岸
字
夏
沢
道
添
二
七

の
三

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
後
小
路
六
の

二〃

〃

大
字
小
泉
字
上
舘
野
八
の
四

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
町
中
二
一

〃

〃

大
字
片
岸
字
砂
押
七
の
一

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
下
宿
四

〃

〃

〃

字
山
道
三
二
の

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃二･
四･三〇退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃

岩
間

正
明

一〃

〃

大
字
森
越
字
向
館
場
四
〇

〃

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥
瀬

堰
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
五
月
二
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

上
北
地
域
県
民
局
長

楠

美

祥

行
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


